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はじめに

インドの良業生産の増大，食糧問題の解決のた

めに， ザミーンダーノレ制（注1）の廃止が必要である

ことは広く認められてu、た。 1946年ごろまでに政

府をはじめとし，民族プノレジョアジー，インテリ

ゲンチャ， 労働者階級，農民層がそれぞれの立場

から土地改革案を提起していた。問題はザミーン

ダーノレ制の廃止の仕方と廃止後の農業生産関係の

あり方にかかわるイデオロギー上の対立であっ

た。

インドの各州ではそれぞれに独自な土地制度，

多 だ田
かず

博

それから生ずる農村社会における独自な階級関係

もしくは農民諸階層聞の関係に規定されながら，

農業問題解決のための政策が立てられるようにな

ってきた。

以下本論では「ウツタノレ・プラデ、シ（注2）（以下U

P川！と略記）ザミーンダール制膳止および土地改革

法 l1UtぬrP山 lesh Zamindari ALolition叩 dLand 

J..:ciorms Act, 1950）がいかなる過程を経て成立した

かを跡づけることによって， 当時のインドおよび

u P州の社会・経済的諸条件の中で， 同法のもっ

た意義を解明してみたい。

す守でにUp J’i、

成果カ2出版されている。

F. J. Moore and C. A. Freydig, Land Tenure 

Legislation in Uttar Pradesh (Berkley: 

Univ. of California, Institute of East Asiatic 

Studies, 1955). 

¥V. C. Neale, Economic Change in Rural 

India : Land Tenure and Reform in Uttar 

Pradesh, 1800-1955 (New Haven and Lon-

don: Yale Univ. Press, 1962). 

l3aljit Singh, 1山xtStep in Village India : A 

Stuゐffゲ LandReforms and Group Dyna・ 

mies (Bombay: Asia Publishing House, 

1961). 

Baljit Singh ancl S.島1isra,A Study of Land 

Reforms in Uttar Pradesh (Calcutta: Ox・ 

ford Book Co., 1965). 
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Ⅰ　UP州におけるザミーンダール制廃止への動き

1969110046.TIF

本論はこれらの研究 U多くを負うものである

が，それらにおいて十分に明らかにされていない

側面，すなわ t:,I U P州ザミーンダぃ rレ制廃止およ

び土地改革法」の内容，性格にUP1十｜の農村社会

の階凶・階級関係がどのように反映してャたかを

解明することをおもな目的とした。資料としては

u P州の首都ラクナウで刊行されている日刊 The

Pioneer紙とに1945年かん 1952年にかけて掲載さ

れた記事，論説を用いた。 ThePioneerは当時親

英IJJ，親地主的論調をと》ていた。これに対しラ

クナウ市で刊行されているもう一つの日刊紙 Na・

ti川 ialHeraldは国民主活派を代弁していたG こ

れをl(li覧する機会はもてなかったが， F.J. Moore 

and C. A. Freydigの研究が主として National

H円 ・ale!に依拠Lていらので，若干参照できた。

このような資料の制約から特に地主題の動きに注

目し f二。

u P州における土地改革とそれuMする地主の

対応の仕方を研究したものとして，

P fl. Reeve門司 Agrarian Legislation and Rural 

Society in Uttar Pradesh: A Historical Study 

with Special Reference to the I匂riodJ921 

1958 (Unpublished M. A. Th出 is,Univ. of 

Tasmania, 1959). 

P. D. Re巳vcs, The Landlords’Responsじ to

Political Change in the United Provine巴s

of Agra and Oudh, India, 1921-1937 (Un・ 

published Ph. D. thesis, Australian National 

Univ., 1963). 

があるが，未公刊のために参照できなかった。後

者の一部と思われるものが，

P. D. Reev巳S，“Landlords釘 1dParty Politics 

in the United Provinces，” in Soundings in 

λゐdernSouth A廿山

44 

Low (Berkeley: Univ. of California Press, 

1968), pp. 261～293. 

として発表されている。

〔注 l〕 ザミーンダーノレ制の内容は厳密にL、えば州

ごとに l＇•＼ろっていた υ 本論で it，凶家が一立の課税単

位広域にマ代、て査吃・賦課 Lt：主主税を国家におij入する

ことを条件に，その納入契約者に課税単位区域内のす

べての土地（耕地，米耕地，森林，住居区次ど）に対

する永代的，相続可能，かつ設波可能な佐利ん賦与し

た制度をいう。そのような権利をもつものをザミーン

ダールそ呼ぶ。ザミーンダーんには犬は封建僚主層か

ら転化 if大寄生氾牛れら，／ト:J沼紛耕地守口｛乍する

小J｝！＼までが含まれる。本論で地主という場合には特に

ことわんないかぎり，小（乍小幾の納める地代からの収

九十三主ごし〈依存 d;~ '!,f生地 ~i-: 11'1 f：指すもの片してm
いる。必婆に応じて，土地利用の仕方，所有規模によ

って，寄生地主，耕作地主，手作り地主，自作地主，

ちるいLt k地主，，1，・ 4、地主，i l，うこと Lsr.,mi,、る。

中li[J介従者という場合ドは，小作人から地代を徴収し

て，その一部を地税として国家に納めるザミーンダー

／レの地｛刊行政機構l. ,'iめる立場主指す。 uPナIiのザミ

ンダ ιl !i:iの構成にi拐して付加松Ir 1 ~ト jct, 合州に

わける土地保有と小作関係－1930年代前後一」（『アジ

f経済ふな：9巻第 2,; , 1968年2}j）参照。

（：主2) 攻在の【ツヅタノレ・プラ fシは1877；ドまでは

North巴WesternProvincesとOudhに分かれていた。

1877年か fぺ氷河－o 政務長吉め W•\r，月下にいれられ，

1902lf:仁 Unitedl'rovinc田 ofAgra and Oudhと名

称が改められた。 1950年1月26日インド連邦共和国の

！足立とともに UttarPradesh JJ名称が用いιルれるよ

7になった。ランプル（Rampur），テヘトカルヲー

ノレ（Tehri-Garhwal）の藩王国，その他若干の地域を除

いて， UnitedProvincesと現在の UttarPradeshと

:t地理自＇.J［とはぽ河ーのi//l域をカノ、 してし、るので，以

下本論では頭文字を用いてUP州として，両者を区別

しない。

I U P州におけるザミーンダーノレ制

廃止への動き

1. 1946年州立法議会議員選挙

チIi立法議会（LegislativeAssembly and Council) 



1969110047.TIF

議員の選挙は1946年3月に予定されていた。その

選挙運動はすでに1945年中ごろに開始された。同

年8月に， Up f十｜国民会議派の幹部の i人である

p . ］）・ケンドンは， アラーハーペード近郊の村

で、聞かれた農民集会に出席した際に， もし会議派

がらたたび政権をとるならU，ザミーンゲ－Jl.,制

を廃止して‘農民一労働者支配を確立するであろ

うと述べて， 公式にはじめてザ、ミーンダーノレ制廃

止の志向をl月らかにした位lι

インドIQ民会議派じこの選挙のためiこ］.ネ yレ

ーを委員長とする経済綱領委員会を任命し，経済

綱領｛り作成と来えるべき選挙のための選挙綱浜の

起立を委任レたC 問委員会；土1945年12月に選挙総

領を発表したが， その中で土地改革については次

のよ主に述ペられてし、た。

「土地制度の改革いインドにおいて緊fc'.:slこ必要

とされているが， それは農民と国家との聞に立つ

中間介在者の除去を意味するものである。 したが

って，そのよう江中間介在者の諸権利を公正な補

償金を支払って収用すべきであるc 個人主義的耕

作または農民的所有が存続すべきであるが，進歩

的農業および新しい干上会的価値と動機の創出のた

めtては， インドの状抗に適したなんらかの協同組

合耕作制度が必要である。しかしながら，そのよ

うな変化はすべて当該畏民の者意三同意をもっ「ご

されるべきである。 したがって，インドの各地で

国家の援助をもって実験的な農業協同組合農場が

組織されることか望ましい。（t2)

この選挙綱領にもとづいと， 会議派の指導者え

ちは農村各地を遊説してまわった。

これに対し， 当時最大の野党であったムスリム

連問はその選挙綱領の中で次の点を強調してい

fこ。

(1）銀行，保険，綿議， ジュート，砂糖，鉄，

石炭のような主要産業の固有化。

(2）土地制度の改革と農民的土地所有制の導

入制 3)0

ムスリム連盟がこのように急進的な選挙綱領を

掲げるに査った過程では，覚内に激烈な論争があ

った。ムスリム出身の産業資本家が皆無にひとし

く，ムスリムの有産階級は経済的に主としてザ全

一ンダーJレ制にもとづく所得に依存していたの

で，国民会議派内唱えるザミーング－,1,,fl;ij廃止が

避け九れないとすれば、工業の固有化をも主張す

ることによって，会議派の自称社会主義的政策の

眼界全暴露して，選挙を有利に導こうとしたので

あった。むしろ，ムスリム連盟の活動の主呂擦は

1940年のラホーノレ大会，で採択されたパーキスター

ンの分離独立決議の実現に向けられていた。

インド共産党もまたその選挙綱領の中で以下の

ような土地改革の実施を約束していた。

(1）地主おljの無償廃止。土地の同有化。貧農の

非経済的保有地を整理統合された経済的保有地に

し， また大規模協同組合耕作を可能にするための

土地の再配分。

(2) 高利貸の禁止。すべての農業信用が国営協

同組合銀行を通じてなされること他4)。

このように全国的に盛り上がってきたザ、ミーン

ダーノレ制廃止への動きに対して， 地主倶ljも対策を

検討しはじめた。タン rン声明の直前の 8月10日

にすでに，アーグラー州サZミーンダーノレ協会（Agra

Province Zaminclars' Association) (Ir 5）の集会が開か

れて，国内の全般的政治情勢‘特にインド独：立に

ついて協定が結ぼれた場合に地主がどのような立

場におかれるかという問題が討議された(ll6〕。 さ

らlこその組織を拡大して小規模ザミーングールを

も含めるようにと提案された。アーグラー州、｜ザミ

ーと／グール協会やアワド英印協会（Brit凶 Inclta

4ラ
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Association of Oudh)C注 7）が大地主の組織であり，

小j也主位むしろ国民会議派に両謝していえ， とい

われる（自8〕。

さらに，ザミーンダー／レ制廃止の動き；こ対抗す一

るために，全十｜、｜に統一的な地主組織をつくる必要

性と小作人との関係の緊密化も強調されていた。

売とえば， ヴナオ県地主大会でその指導者の i人

ヲムナガ、／レのラージャーは，「地主はみずからを組

織するだけでなく、農村とたえず接鮭し，農民と

悲蓄を分かち合うことにより，小作人とより親密

な関係をもたなければならない i9〕j，と述べてい

た。

特にフ fイザーペード県およひ、カーン 7。ル県で

は，地主の側から小作A人との関係を改善する試み

がなされた。 またジョンア。ル県ーでは地主えちは宗

教的な組織を設立して、小作人に向かつて王．臣

(1 

／レ制廃止lと反対寸るよち；士と，j、ft：人を悦得したO

他方， j長民の側でも，主要政覚がそれぞれの選

挙綱領tこ凶ミーンダール市j廃止を掲げご、農村i也

峨を遊説したのを契機に，反地主運動を活発化し

てきた。土地t二対する人r:i圧力が特にたきく，貧

困状態のいちじるしいUP州東部の諸県では，会

議吊社会党員や共産党員によって組識主れた民民

運動が強力になってきた。農民組合の組織の強い

ラーイパレーリー県で（土年間所得300ルピー以下

または保有地面積4ピーガー（Bigha〔1ピーガ吋士

約0.25エーカー〕〕以下の小作人は小作料を免除され

るJときであるとする決議ポ採択されたr:n”。

以上のような状況の中で， 1946年 3月に実施さ

れ之Up J十｜立法議会議良選挙の結果，議席総数228

のうち闇民会議派が 153，ムスリム連盟が54，無

所属が［,1，民族iニL義ムスリムが 7を獲得Lた。国

民会議派は独立の達町立という課題を前にして， ム

46 

スリム連盟に連立政府を組織するように呼びかけ

たが，それを拒否されたために， 194(i年4月 113 

にG・B・パン卜を首相とする単独内閣を樹立し

fこ。

2. ザミーンダーJl,告I］廃止決議の採択

このようにして成立した UP州国民会議派政府

の最初の仕事は， 食糧危機の解決であった。その

ために農業における生産関係の改編一一選挙綱領

のーつであるザミーングール制廃止を 2のように

して実現するかを決定することが緊急の課題とな

った。 IT：！民会議派内tこは，すみやかな廃止を求め

るグループとそれを延引しようとする派との対立

があり， また燐止後の土地制度をどのようなもの

にするかという点についてもイデオロギー上の対

立が右在してレた。

州政府の態度がこのように不確定である許可にも

廃止を恐れる地主たちは小作人を追いたてて，小

作地を自耕地として登録して，将来のザミーンダ

ーノレ制勝止に備えるようになった。 このために追

いたて反対および強制労働の撤廃を要求する小作

人の運動が特にバリア，アザムガル，アリーガノレ，

内ナオの諸県で行なわれた。

政府は「UP州小作法」〔1939年）にもとづく地

主による小作J人の追νたて訴訟の審理の一時停止

を命ずるとともに， ザミーンダール制鹿止の方策

を練りはじめた。 UP外i国民会議派の指導者の 1

人であったA•P• ジァインは新聞記者会見の席

上， 議会にザミーンダール制廃止決議案を提出す

る意向を表明したOUD。政府の内部にはザミーン

ダ、ール命I］廃止に反対する者もあったが，選挙公約

が単なる空手形にすぎなかったという印象を与え

ることは，農民運動を激化させることになるので

得策でないと判断された。このためザミーンゲー

ルの非をあばくような語調の激しいA•P ・ジァ
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イLしI)ii!:；議索に代えて、

止J）＇京間lだけを74主認し、

取にがミーンゲーや；間廃

その実施iこっし、てははっ

今りした言問を与えな L、ような決議案に寸るべき

だと 1ぜ 1 う意見が強かぺた： iJ;,Jo 

こうして、 7月El日にUPHI i攻l(fを代)_j_しーし

財務大［：， R ・ A• キドけーイーが州、工法議会に次

μ）ような決議案を提出した。

「本議会；土， 耕作音と国家と山｜自に立つ中IHJ介

F王者にかかわる本卜｜｛内山戸ミーンゲ－,, ftil ！~1Lの

)J;iJliJi；，乏；ナ入れる二 をのような中［詰jf「1:l:青山諸持

京！？士公正な補償金？支払って収用すべきであり，

此！何；士そ（／） l I I刊のために；i十j,ljfを準備十る委長会合

｛壬命寸 J 二きであると決議するものさあるつi

これ；二対し‘

をJ是出したU

ム λ リム連盟i土次のような修正案

「本議会it' 

!ill Jト｜内JJドミ」ンゲ－；L.制れ公正か＇）十分な

補償金全支払）て十ハ廃止，

［わl l(J:35 tドイン i、統治法で認められてし、るよう

／：；.条件ご仁川 -H-1内山下む大t見積商芝、銀行， i足

；；会およびその他不的産の私的所石山す／こての形態

（／）廃止、

かなりのW，うや Tぞに返済さjLじ、る場合に

；土，負債の7えりをずべて取り治子こと。

以 l:c'liJl'i[fJ(HIJを受け入,jL, こJt. f川 I)[l的を実現

するため山計両を準備する委民会を任命ずる権限

を政府に lj.えるものである。 J:!; 

この提案理由を説明して， UP州ムスリム連盟

(1)総裁C・ 勺リゲヂ－－，， / ！士， 午ミー〆ゲール古川

i発止の結男し i,ず】どもm：；をこうむふしりはムス＇）ム

・コミュニティであるが， もしi王IK会議派がビル

ラム：、ヶ々し＇）上 1な大産業資本家と子を切り， 大京

のために社会主義経済を発展させらことを約夜十

るなら：王， ムスリムi皇盟（土ザミーンノ／•－ 1\, )¥tll）発JI・.

iこl'i:成する， と述べてし、た。

ムスリム連盟の修正案はインド国民会議派内の

ん：i7i＼の賛同を得て， 会議派はその採否をめぐって

党内山立見をまとめることができなくなった。 Tこ

とえば会議派社会党員で， 当時のUP州政府の教

育大臣， サンプールナナーンドは， ムスリム連盟

の修正案に！原則的にIP1；意L, 速くない将来に現在

の資本主義的社会が消滅ずることを望むと述ベて

L、fこコ 他方進患がj右派および中道派を自認するK

・D・パリワ Jlc, A・P・ジァイン， C• シン，

K・D・マーラヴィーヤらは UP州国民会議派農民

・労働者・人民党（Congress Kisan Mazdoor Praia 

Pa,tyーーー・これはのちにアチャーリヤ・クリノミラーニー

｛／）組織し／：：.fr，］名の政党とは異なる〉を組織して， 会議

V1ミ社会党の社会主義的政策に反対し，

的立場を宣百した(cl・l心。

「農民主義j

同民会議派ljすの／＿i:'.ii＇氏の議員をなどめるためにな

んらかのかた%で工業の国有化について意志を表

lりiせざるをえなくなったり P川政府は， ！原則とし

て工業内国有化を受け入れる決議案をザミーンダ

ール告I］廃止決議案とは 'i.JIJ{闘に上程するこどにし

た。それは次のようなものであった。

「本議会は， 資本主義をすべての形態におし、て

j主絶することが社会の福訟にとって必要であると

L、う意見であり 主要な生産 流通および分配手

i安を社会的所有にするために必要な諸措置が可及

的にすみやかに採九れることを信ずるものであ

λll・ll:,) 
. .,., 0 

この決議案は単に希望の表明とし、う形をど J P て

いるが， それに／）いて同決議案の政府代去の提案

呂となった千ンプール十十一ンドは， 銀行業，~

険、 その他は 193:1年インド統治法により連邦政府

官杭事項と定めれれており． 州立法議会がそれら

を規制する法律を制定することができな＇・ '' 
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べた（注16）。将来，憲法を制定する時にこの問題を

改めて討議することにして， さしあたりは希望の

表明という形で会議派左派に妥協を求めたもので

あった。

こうして， ぷミーンダール制廃止決誌は1946年

8月8日に，資本主義廃絶決議は 8月14日にそれ

ぞれ州立法融合で可決採択された。ムスリム連盟

の議員も地主選出議員も退場して， この採決には

加わらなかやた。

このようにして採択されたザミーンダール制廃

止決議にしたがって， IJ p J十！政府は lOJ'lリロ（こザ、

ミーンダ－,11,制廃止委員会を設置するとど｛〉に，

その委員を任命し，諮問項目を明らかにした。問

委員会の第 1凹の会合が11月14日に開かれ， ザミ

ーンダ一心制廃止の手続きを検討する小委民会が

（乍られた。小委員会は，，.1-'ミーンダール制廃止をす

でに定まった方針として承認したうえで， チト｜の財

政資金を考膚してどのよろな補償方式が可能であ

るかを討議した。さらに将来の農業構遣をどのよ

うなものにするかについて意見をかわした。その

結果，ザミーンダール制廃止に関してできるだけ

多くの人々の意見を徴するために 24項［］にわえる

質問状が作成されて， 1947年 1月 313に， IH立法

議会，立法参事会，地方長官，県長官，地方公共

団体の長，弁護士協会，会議派の各レベノレの委員，

その他の諸政党，農民粧台，がミーンダ－ II,協会，

大学教授乍どに送付し， Fil答を求めた（；117）。

3. 代表的な土地改革案

ザミーシグール制廃止が単に選挙綱領の 1項目

たるにとどまらず，外iv_／土議会で原則的iこ受け入

れられ，決議が採択されるに及んで， この問題を

めぐって州内の世論が沸き立ってきた。

地主倶l]i土親イギリス的， 税地主的な論調をとる

日刊紙 ThePioneer紙上で，ヂミーンブール信IJ廃
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止に反対する意志を明らかにした。ザ、ミーンゲ－

yレがイギリス植民地政府によって創設された，単

なる地代徴収入ではないこと，その土地所有植は

iiくから認められてきたこと， インドの農業生産

性ぴ｝｛亭滞はザミ－＞グール制地域だけではなく，

ライーヤト制地域にもみられる企インド的現象

で，ザミーング－，，制のもつ欠陥がその原因では

ないととなどを論証する論説を発炎した｛注18）。

これに対し， ザミーンダ－，レ制廃止に賛成する

側では，週刊誌 Hindustan, 日刊紙 National

Heraldに廃止の必要性， その具体的方法を提案

した論文を発表していた。それらのうちでUp 川

政府のザミーンダール制鹿止法案作成過程に特に

強い影響力をもったと恩われるのは， ガンディー

主誌の立場にc.,＇，：つカトジュの村務による土地利用

品！！U9），会議派社会党の立場を代表するサンデー

ノレナナーンドの土地国有化論は20¥ A・p・ジァイ

ンの主張する協同組合農場設立案（注目，チャヲン・

シンに代表される自作農創設案f汀22，であった。以

下これらの諸説の概略を紹介しよう。

1946年4月にUP州の首都ラクナウで聞かれた

全インド協同組｛；－大会で， 当時uP州法務大臣で

あったK•N· カトジュは以下のような土地改革

案を明らかにした。一般選挙にもとづいて村民に

よって選出された村パンチャーヤトがザ、ミーンダ

／レからすべてのザミーンダール権〈政府によって

諜占れた地税を納入十ることを条件にー上］告を自由に利

用，処分する宇都rj)を一定期間賃借する。個々の耕

作・tf'iI村パンチャーヤトから小作地を借りること

になり，地主の悲定的な追いたてや小作料引上げ

から保護される。農業生産，生産物の販売，生産

財の購入は協同組合を通じて計画的に行なう。他

h, ・I）＇ミーンダールは小作入の抵抗によって困難

になず》ていた小作料の取りたてを村ペンチャーヤ



トに委ねることにより，確実に徴収することがで

きる。

この考えは， ガンディーのインド憲法私案（也23)

の影響のもとに展開されて，行政および司法の分

野で一定の権限をもっ自治的村ノfンチャーヤト法

案へと発展した。当時のUP州国民会議派政府は，

食糧問題解決のために，農民と直接接触して，改

良種子，改良農具，肥料の普及などの農業生産増

大政策を展開する必要に迫られていた。そのため

には，第 1に政府が直接に農民を把握する妨げと

なっているヂミーンダーノレ制の廃止， 第2に財政

資金の不足から生ずる要請として村民が自発的に

農業増産および生活水準向上の運動を展開してく

れることを期待していた。

カトジュの考え方はザミーンダールを年金取得

者の立場に残しておくという点で地主に対しでか

なり融和的のものであった。

これに対しサンプーノレナナーンドら他の 3人は

Hindustan誌の社説に述べられているように，「ザ、

ミーンダール制は土地をめぐる封建的諸関係とお

くれた生産諸形態を存続せしめて，農業を衰退さ

せてきた。 …それはイギリス帝国主義の保護の

もとにインド社会の進歩を阻止してきたjUl24〕，

「ザミーンダール制廃止は当面の目標であるインド

の反帝国主義闘争の不可分の一部である」位お）と

いう点では共通した認識をもっていた。 しかしザ

ミーンダール制廃止の方法，特に廃止後の農業生

産関係のあり方に関しては意見が分かれていた。

サンプールナナーンドの土地改革案は次のよう

なものであった。年間納入地税額250ルピー以下

のザミーンダーノレは， みずから耕作するかぎり国

家の小作人として認めて，廃止の対象から除外す

る。それ以上の者は有償で廃止される。補償金と

しては， ザミーングーノレが現に徴収している年間4

地代総額の10%を，現在のザ、ミーンダー／レとその

相続人が死亡するまでの期間もしくは 25年のいず

れか長いほうの期聞にわたって年金の形で政府が

支払うことにする。 自耕地として地主の手もとに

残す土地，いわゆるシール，クドカーシトは 50ビ

ーガーに制限し， それを越える部分は国家が市場

価格で強制的に買収し， 10ピーガー以下の保有地

をもっ者に優先的に分配する。こうしてかれらの

保有地面積を 10ビーガーに近づける。移行期の形

態としては， 国家が固有化した土地を小作人に貸

す小農制をとるが，究極的には集団農場の設立を

目的とする。

これに対し， 1935年インド統治法にもとづき

1937年に成立した国民会議派州政府において財務

政務次官の任につき， 1939年の UP州小作法の立

案にあたったことのある A•P• ジァインは固有

化には反対していた。かれが廃止の対象とするの

は所有地規模では 100エーカー以上の地代収入を

主たる所得源とする地主であった。補償金は現在

の地主とその扶養者の一代限り年金として支払う

ことを提案した。年金の額は所有地規模に応じて

最低600ルピーから最高 1万2000ノレピーまでとし

た。廃止後は協同組合農場を組織する。その規模

はソビエトの集団農場の4分の 1ぐらいにし，農

民は土地，役畜，農機具その他を各自の所有権を留

保したうえでプーノレし，農作業を分担して個別的

に遂行するか，もしくは生産隊を組織して行なう。

生産額のうちから各組合員の提供した労働に対し

賃金を支払ったのちの残額を農民の出資した土

地，役畜などの価額に応じて分配する。雇用維持

の観点から，農業技術はインドの在来のものを改

良するにとどめ，機械化はしない。以上のように

ジァインは主張していた。

チャラン・シンは自作農制を強く主張してい
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た。補償金は，地代から地税，地方税，取立不能

金，管理費を控除したのちの残額， いわゆる純益

の10情相当額とする。その半分は小作人負担とし

小作人ポ地主に直接払η て， / I、作地に対する所有

権を取得する。残り半分を政府が負担し，譲渡可

能な土地債券の形で地主に渡L，年ャ賞却する。

将来小作関係が再発するのを防くために，

(1）耕作できないもしくは盟まない者の土地は

陪｜家が公正価格一一地税の一定倍額一一で買収

し，私的売買を禁止する。

12) 寡婦，父のいないヰミhX:年青， 精神病者，肉

体［ドj不具者，囚人，一時的に離村合余儀なくされ

た者以外には土地の賃貸借を認めよい。

13! 11), (2）に違反した場合には‘ その土地を国

家が無償で没収する。

(4) 土地の抵当入れ，差押えもしくは競売が行

なわれうるのは， 国家または国家によって認めら

れた信用機関からの農民の債務に関してだけとす

マ

/,J 0 

15) 国家によって没収もしくは tt'l'!J所の命令に

よって競売に付された場介に，もとの所有者に！日

所有者耕作権は帰属しない。

地主に残される自耕地の面積は 50エーカーとし

それを越える部分は地税の 15倍相当額を払って国

家が貿収し，村の非経済的保有地を経済的（6;iエ

ーカー）にするために再分配する。残雪 i土土地な

さ農業労働者に 6，！，｛ エーカーずつ分配する。分配

小原則は，一方におヤてL、かなる人もみずから耕

作できる以上を保有してはならぬとャうこと，他

方においていかなる人の保有地もかれとかれの家

族の生存を維持し，可能ならば，若干の剰余を生

ぜしめるのに必要な面積を下回ってはならぬとい

うことにあった。それ以土の部分的譲渡あるいは

分割を認めない最小限の保育続械を 6河エーカー

ラ0

とし，贈与，遺贈または売買によってすでに保有

している土地を合せて 12.Yzエーカー以上になる場

合には， そのような所有権の移転を認めない。共

同相続人がそれぞれ 6，！，｛ エーカーずつ相続できな

' ,1易行には年長顕に相続し， 相続した者はm続で

きなかった者が成人になるまで扶養しなければな

らない。現在すでに 6，！，｛エーカー以下の保有地は

将来の分割を認めず， I人の人が絶対的にかっ単

独で保有すべきである。以上が，チャラン・シン

の土地改革案の要旨である。

ザミーンゲール制廃止委員会の中でこれらの改

革案をめくって激論がかわされたが， その［司の事

情に J パ、て1947年10月13日付の ThiPioneer紙は

－） 玄のように缶えている。

「ザミーンダール制廃止委員会の中の進歩派は，

土地の所有権を社会に帰属せしめ，協同組合農場

を設立することに努力するべきであると主張して

レる。

他の派は所有権を個々の耕作者に属すべきであ

ると主張している。

さらにむう一つの見解は，首相パントによって

提出されたが，土地の所有権は村蕗共同体に属し，

みずからの土地を個別的に耕作する権利は耕作者

に与え，協同組合農場の設立は将来の課題とする

というものであり，多数の支持を得ている。」（注拙

さらに首柏パントはず、ミーンダール制廃止によ

って影響をうけるのは200万人のザミーンダール

のうちわずか 1000人たらずであろうと述ぺてい

た。

4. 地主側の対策

すでに州立法議会議員の選挙運動中に，地主た

ちは各地で集会を聞き，ザ、ミーンダール制廃止の

動きに対抗する措置を検討していた。国民会議派

• ,J+¥W如何が成立し， ザミーンダール制廃Jj二の具体的
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fよ；l卜ll可が件）Si［可から｝｜月らかにされるようになるに また，州立法議会iこザミーンダール制廃止決議

J 』れて， 地主｛l!IJハ反社J草炭I1, LだLづこ激しくな.・， 案がと程される土，地主は代表者をマハートマー・

ゲン二戸ィーのもとに送り， ザミーンダール制廃止

地主がザミーン ＇i＇ーら；！｝I］廃止t二ば対ずら根拠（土 を思いとどまるように国民会議派の指導者を説得

日極的なも山ではなか 1 たr 会議ilR，そ（／）他山進 Lてくれるように懇願した。

jじ｛！川市iJ;;J‘人出ソユ士「一）:ltと， 4ミー L ゲ，＿，1,；士宅f 寸ーでに述べたように uPチけでは地税設定の差異

生［「J地 fUfd!V片さー !;~ ;\:'Ijて~J ） 発展：こなんら＇，；f与ー により宅二つの地主組織が別個に存在した。一つ

しなかづ／二日ィ、う Jド維；こ？地主i::JX::1I2ぴ；二とばを いア－7、ラーチト！ずミーングール協会で，他はアワ

七たなか －：ご ；）込れ「一】 it在宅資本土比較して差別 ！ごの英f[J協会てあった。ザミーンダール制廃止の

待遇を壬けて L 、石七、~， {z，士強調し， 訟の｝誌の'I'・ th函iが具体化しごくるにつれて，二つの組織を統

等と十う川、理士）とーンゲーノし HYJJ~ご ii：ーに民社－J ＇る －＜て，強力な反対運百坊を展開することが必要で

出j処としん。たとえ；L l~H6年ス n: こ， ＂＇トオ県 あるとちえられるようになった。

内地主I品主，；Ii指導－；＇H::.（；・ナー弓予ーヤユ；士次の 1916年8月4, 5日の三日間にわたり、 ラクナ

仁川と述／＼じ、る p 1'7で開かれたアーゲラーチト！ザミーンダール協会の

「もしケグおよ lドビ・しラが豆大trι土菩百i-i-る 大会におし、て，ザミーングーノレ信I］廃止への反対を

権利をも Jな：l王可比較的貧しいlitUi：慌の分配 支↓U)jする第 l決議と同時に， ザミーンダールに統

における L i ）ゆる手等：l-Aを円犠tuv たぜならなけ A を呼びかける第 2決議が採択された。それは次

J.1,f江じな L. ,) ）力、 _I' 日［， のようなものであった。

3らに， [,U己会議派がけミーン 1/・-,1 R可能止に ：ヂミーンダールを強力な団体に統一し， かれ

時みlJJJた日＞it 唱 ri':;\v_:資本の Hill かん•／｝ぞ請に r,t；じ んの存在を継続するための闘争にあらゆる犠牲を

t~- L 川でかるという trili'i:iもなきれて L、／：.t引）ロ 払うように，かれらを決意させる必要島があり，こ

l ¥I l(i平 1J J : ~ i土

0 点、L権力Fちi主t二＂） ：，、て；，I司：密－寸一るtてめにイ〉下を訪j工 「〉なし、， と本大会；ま決議する 0 ］＇η3 ） 

三時， { L ド門地主肩を代去Lてどノ，＿ ，，のゲヰ／ この呼びかけに応じて，州立法議会でザミーン

ベンガーし，， ？ハー弓ージャ一、 7ーザラ一小111ドミ グ、－－ JL, 信I］廃止決議が採択された直後の 8月18, 19 

ーンゲ－，， 協会（T)総裁十ワーブ・＇.＼！・ュスフ， ;/ の［河口にわたり， アげドのターノレクダールとア－

1レド 17ンびJ戸、一、ーラ一三 γ一、：＇／ ( -'fヤナグラム グラーのザミーング－／，－のf，＇同会議がラク十ウで

，＿.＇）マハーラ一三ケ ，＇－｝ しが委員会に会見して，地 ［＇＼号かれ， UPJl,[iドミーンダール連合（UPZamindars’ 

主山利益を守るようにとの覚7'Jを手i在LK。その u口ion）が設立された。その規約第 2条には連合結

中でかれん：t-1F・ ミーンゲール制廃止に ;t;ら4,；的；ニ反 fi止の［J的が；欠のように述べられている。 「連合の

対である行をfl)Jらかにすらと 1,i]ll;jに守 川家に上石 L·~E 的はザミーンダーノレ制廃止にあらゆる可能

私有財産山強制収用にあ／二って；；ト万穴Mr:nがな な力法で反対することである。なぜならば，ザ、ミ

されご）工川ーとい〉条）li全将来；ハ fL ド憲法に入 」ングールffiiJ廃止は小作人の利益になるどころか

れる上う： ＿；－要求し三＇ Iiヘ カイl（） を政府下純古支の！五mir1ごにおき，農業を改

う1
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書もせず、 また川｜に察栄をもたらしも Lないか九

である。」

さらに， そし＇）会員に関しては，アーゲラ一小 i十ρ

空ーンダーノレ協会やアワドの英印協会が大地主だ

けの組織であるという批ドljに答えて， ヂミーング

-Iレ制廃止への反対運引を強化する止めに， 「当

連合の目的を支持するものがすべて参加できる」

ど唄定されてνfこ（注31)。

連合ば各県の運動員を指名し，支部を設置し，

特；こ中小池主を連合に参）J［］させる努力をした。 二

れは，会議派の指導者たちが， ザミーングー／レ制

廃止は大地主のらを対象とするむのであると Lば

しば言明していたために， 中小地主の問ではザミ

ーンダ－＇ c制廃止に反対する主気が弱かコたとい

ろ事情によるものであった。たとえばエタワー県

の地主会は1946年 4月に公議派に加入することを

決議していたG:12; 0 

ゴラクプノレとデオリアー県の地主集会でその指

導者は次のように述べ口、る。

「1937年に会議派はわれわれの聞に分裂を生ぜ

しめようと試みて，一部門者に：tl-yた；Hilzをしたc

しかし， かれらの最近のザ、ミーンダー／レ制廃止決

議（まその一部の者一わたくしの弓うわiiノj、ザミー

ンダールのことであるがーの眼前で会議派の正体

をi月らかにした。 …・・小♂ミーンダール；主会議ti〔

の“分割l杭治”政策による分裂の試みに注意しな

ければならない。Ji't33)

他の諸県でも同じよ勺に中，j、伊ミーンダールに

対し， ザミーンダーノレ制廃止に反対するようにと

の11子びカ‘けが行なわれてL、た（L!:H¥ 

ザミーングーノレ制廃止委員会が任命され， その

質！l司状約百！布されると， J也主同体i土問委員会の解

散を要求し，質問状に対する回答を拒否した（注35〕。

（注 l) The l'ioneer, August l :1, 1945. 

ラ2

(ff 2〕 ThePioneer, Deccml班 13,1945. 

H. D. Malaviya, Land Reforms in India (New 

Delhi, 1955), p, 75昼

(Lt: 3〕 ThePioneer, September 19, 1945目

( it 4 ) The Pioneer, October 14, 1945. 

〈江 5〕ア グヲ illザミ ンダ－，l－協会は1914年

に創設され本節はアラーハーパードにあった。その会

員は＞Fl同地税納入額5000Fレピ F u、上のた地主であ，た。

Clt.6〕 ThePioneer, August 11, 1945. 

〈む 7〕 アワ「笑1°1ば'J;i,会は1861年にお！］，－.をされ， 1857

～58生存の犬反乱後にイギリス植民地権力に忠誠を誓っ

て， ¥111（の煎似（ターノl !., ）に立：！永代iYJ，相続・筑波

可能公1和平ljを与える旨土uc'.L，七戸可証主将けられたタ

ーノlクダーノレ合会員にしていた。この協会の設立に関

Lてけ， T.K おfotcalf，“SocialEffects of l3ritish 

Land Policy in Oudh，” in Land Contr・oland So-

cial A’t, ucture’i珂 India持 Ilistory,ed. by ！と E.

Frykenberg (Madison, 1969）参照。

( 1:1: 8 ) The Pioneer, August 29, 1945. 1930’ド代

のUP ;11 国民ぷ l議派の党員構成P也ついて， J・ナノLー

は「会議派は純然ずる民族主義団体であり，多数の中

規純一戸、ーノゲ ペ L少数の寸、地主をセl合して、，fJ 

里述べている n 機野努三訳『ネーノレ肖伝』（平凡社，

11B和30今）， f {', 258ペジ。

（出 9) The Pioneer, January 22, 1946. 

uuo〕 Rej>nrton the Administration of the 

United P1机リ・ncesfor the Yem 1946, p. 7. 

( /Ul) The Pioneer, May 14, 1946. 

こv勺決議事長J、lI• でザミ ンダーノレ制tt つぎの tうに

批判されていた。 「現在この州で一般的なザミーンダ

ール＇.l,iJUイギけス支配 f,がか才1；＇，を支持 1る忠lit／七者

を＇lみ出すために創出したものである。ザミーンダー

ノレfこす，u外国支配者仁氏 )jすろ／，のであり，政：今丹、1に

は反川三ある。かれらω大部分；？その起；）J；，のいかがわ

しいものである。

flゾ（:i'-Jにはう、れらはざわめて ＇／＇1用のか力局る地代依1奴

機織である。ザミーンダーんたちは取立額の 3分の 2

を徴！＇.xnmと1と手許に ,lどめ いる。粁済的にはか

れらは小作権の安定および小作人の福祉のためのその

自主の；；／＼！l"ij置に！ズバ L'／＂.＼；｛＇：の進，r・＂繁栄を !!ILi上しノ円。そ

，：／）材交食糧不）t'/J：生じた。国家と土地uハドi作者とグノ問

J)中間介在者としてはかれりは何者の距離を大きくし

国家ウヒ地のρr,i!¥;J改良の支務主果たすことがときな
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いようにし六。ザミーンダーノレたちは資金のある時で

さえ c: } ) ) .・！ な活動芝 、J 0 

こも 1 ，本州の吐、 グールたり【 I主lCJ'）無為

者階i'1l1ζはし，かれ九 ！' ~l /_ j役割にj,JI¥ 1 /"( 1. 、国富

をrn消している。」この決議案には， A.P. Jainをは

じめと L, Sampurnananda, Kamalapati Tripathi, 

Acharya .'larendra [ )ev, Ch訂 anSingh ・; I UP  m 
会議ir'：、：，：：l)'J派，左前 I f'<t者 15人か...! ' •: i；可t委員

会の設置UJ提案されていた。

（注12) The Pioneer, May 21, 1946. 

C 11 u〕 The Pio舵打『 July20, 1946 

（ごj14) ＇［守hePio舟 （＇／

ca 1＂〕 ThePion《Pι，，.‘ Au日ust15, 1＇与46 

（注16) 統治法については森利一「1930年代のイン

ドの政治体！llUJC『インド文化.）］， s, n11玉1'43午）参照。

（；ふ17) Report of tlu 

dari ¥h円/lt,onCommittee (Allahal】ad,l(M，→、I, pp. 

1～4. 

（注18) たとえ；f，“ AgriculturalPlanning Mis・

directed Attack on Landlords，＇’ in The Pioneer, 

February 12, 1946. “Lanrl Tenure an,! J¥gricul-

tural Prosperity，” in The I'ioneer, March :z:,, 1946. 

“Zamindary Is the Best Land System for India，” 

in The Pioneer, April 13, 1946. “History of Taluq-

dari in 0山Jh，＇’ inThe Pi川崎r,July :lO, 1リ46.

Cl llJ) “Indian Vdl;,ge I注目ents l Jniquc Field 

for （、り一円pcration，＇’ i口 The Pioneer, April 2l, 1946. 

“Katju's Nostrums，”in The Pioneer, April 24, 1946. 

かれはすでに1930年代米にその格担、を発表していた。

“A Scheme for Local 汚。IfGovernment in Rural 

Areas，” India.舟 Journal of' Econo111 ics, 1/ ol. 20, 

No. 1 (July 1939), pp. 1～15. 

（注20) Sampurnanand，“ The Cas日 forNation-

alisation of Land，” in A.bolition of Zamindari 

(Lucknow, 1946). 

(,'1:21) A. P. Jain，“Past and Future of Zamin-

dari，” in Abolition of Zamindari. Nasir Ahmed 

Khan, Land, Landlord and Legislation (Lucknow‘ 

1945) r’古 Jーた Jainしlγいをも参照。

( ;1:22〕 Char叩 Singh,Abolition ，ゲズamindaげ

(Lucknow, 1946). チ＼＇ ＇） 〆・シンは斗..ノ i＼よの序文

の中で，「わが国の知的十｝クルで A 般的な窓見はわた

くしの見解に一致しないものであることは承知してい

る。 tHll化に反対することは流れに抗する一一流行に

反すること 払ると思われるかも仁れないが，公共の

よlj志のトめにわナ二しはそうせざ之）をえないj ふ不ヘ

心、るが当iもIV J以必状況を示 JiυJとして興味fまL、。

（：注23) S. N. Agarwal, Gandhian Constitution 

for Free India (Bombay, 1946). 

（注24〕 Abolitionof Zamindari, pp. 3-4. 

（注25〕ペbol出；onof Za川 indari,p. 53. 

（注26) The Pioneer, October 13, 1946. 

（注27〕 ThePioneer, March 26, 1946. 

〔注28〕 RajnathKunzru and Krishnapal Singh, 

“7amindary Is the Best Land System for India，＇’ 

in The Pioneer, April 13, 1946. 

( /1:29) The Pioneer, April 16, 1946. 

〔ll30) The Pioneer, August 5, 6, 1946. 

（’注31) 'J'he f’'iuneer, August 20, 1946. 

t注32〕 TheI'ioneer, April 20, 1946. 

（；註；3,,) The Pioneer, Au即時t28, 1946. 

（註34) メーラト県の進歩的ザミーンダール協会の

集会で係択された，ザミーンダーノレ制廃止に反対する

決議のなか仁，l• Jうのような Iii：点、あった。「た庁ご

／ダ ノしと F卜＜.i 、 ンダーノレ！いミ上うな1K.¥J1J:> ・ 1 ・イ

り出そうと fるものを非難し，ザミーンダーノレl土一体

であると強調する。」（ThePioneer, October 4, 1946) . 

ウナオ県の地主会議では， K・G・ナーラーヤンはつ

～つように！い＇：： 0 「i語民会＂， Ur,1.1，小ザミー／々ー

＇＇こは （；＇6響 d了、：II.、｝しばしば＇ ' l~j I. ＝いた。 （刀， L "'~ 

法議会におけるザミーンダーノレmu際上決議の採択によ

って，それが偽りであることが明白になった。決議の

勺小では大，j、ザ i y ダーんのιぞ五日u（，：なんらして，、な

いd 大小の別なく ）， ）れわれはうやいJL運命にあら。〆fや

iヲーーが必要＂，：：：： .! ＝ある。J(The Pioneer, November 

15, 1946). 

（注35) The Pioneer, January 18, 1947. 

II 1950年UP州ザミーンダーノレ1lliJ出

止および土地改革法の立法過程

1. 政治，経済的背景

1947年にはし、ってからのインドの政治は，どの

ような形で独立を達成するかとし、う問題に焦点が

おかれ， 同年8月のインドとパーキスターンの分

離独立後は分離によって生じた難民の問題， ある

ラ3
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十干のすべてのIi.ii:人この法には，f置の;j!,3.J正を1Uたの中央政府；土追われはじL、；土i審王国（井f干の問題に噌

一，♂「

人一

の行政機関としぐ l!J～；10人で構成されるゲオン・

；ン←「 γ←ヤト全一般普通選挙で選出することが

かじなる村全f本会議（ガオン・サパー）を設け，？十111-ciltめん

オ1C ＇，、る上地改革にけし統一的な ）；主十を不十必要

が！占じられるようになり， l:2Jjに各州tハl.Hi｝大臣

しかし， 1947年末になると，めたら

村パンチャーヤト f.t一定の課税定め九れていた。これ会活マi士，，11がニューデ I）ーに招集された。

つぎのような業務を遂行すると正fl起を!tit与さh、歴史．現状が仔；II::',¥J，め

各l刊の独!J!;(:I犬j兄iこ1ιじt二

問介在者制度の起源，

P〆 ふ－ 一戸 ι

h」／.l、／砂，.＿ ，，、／士。て異なってL、るので，

十Hil士Wの行政事務代行 出生・死亡・結i
 

i
 

i
 

廃止の仕方ーが考案さるべきであるという ,1，＇，仁ご一致

その他の統家畜調査，婚の登録、人口セン作ス，

計約整備・管理

廃止後の民主制P:U二関して

はかなり大幅なげ＇~一／；；可能であると汚え；＼れたじ

したがってこの問題合色面的に検Jける安社会を

し泊、 L,がみ （，れfこO

司法事務代行 民事・刑事犯罪の取締ま(2) 

りiむこIll組織するようにとの要清が凶民会議iMv

衛生およびF上会悩祉・教育 医薬設備，(3) J . C・ケマラッパを Ji.,tdtJ..'.: 二J)結民されたじ

火災の予防・ m伝染病の ('I¥Jj./"fi：療、 n子出社，

火，村、，＇［.?JJ等学

ぐOilιreト、 A"ra11anと「る会議 ii~ ；え業改革委員会

η Reforms Committee) ii工任命された

公文・IJ1j)f＇の管理 公道・公共井戸・貯水(4) ,JH段階での政治、＇）最も重要な問題；上食桜f也ブ＇I,

村有建築物その他（／）財産池小建i；止・修理・維持，191/iif 三のためにTJp州政！？守口、土台育であったの

clt!i，］放牧場その他共用地のぷ定・ tf'f土壇，げ＞ri;W,古；併；地問者iへぷJH1:l1J融資、2毛11二び〕堤防力、以来，

森林・荒蕪地・水路・水飲

！訪山維持 ・W君！！，祭市・常設市場・定期）！？場の規

:HIJ 

肥料貯j議所び〉川改良r:rt の供給‘！立純；；＇~J芯♂）！立

保有地ゎ整理統（；－などのJ町丘そ実施！ ごきて

I 2 、。 1(1•!7 年 7 )lにit!ll開発日

月日中L改良種子，

置，

1、ナヂ

経済 法・ lill・工業の発出(5) ·~· Lて各県に各 iffi局 J〕政策の調整；二、l~ たらせたu

[Ij 

民会議派とムス IJム連盟とのIUJで故大の争点とな

ったのは村パンチャーヤトの一般普通選手による

当時の 2大政党，法案主義の段暗において，t官僚および11!:!Hl人／戸九 f蒋口止されるiHJ括協主げは

二円前会山常設事務局として即、Ill花;f::命立主れt=.,

二士山 ｜ごに IO～E，りjfを l lti f立民会ん.＇；設置さ jL；ヒ

人口に占める由Jr）のノj、主いムスリ選出てあったc二ース （！）L'V: ［~Iii］主ll1二↑るブ口、ソグが組織主 ,r1' 

ムtらノミンチャーヤトがヒンドヮ iこ7支配さt1るこI 3 
G 良極子貯蔵所カミ各ブロ r Yに開設きれた

コミュニテ ｛5}1Jの分離選挙人団方式とi’fJれて‘政府i主主ftを学1践す注業生産地大内必要己ミ「】，

だが， 19•17 年 8 刀 15 上！を主張して議らなかった。すでに 1946¥8月1:iIJには1.1l’；i iガオるために，

のイレドとパ一千スターンの分離・独立とともに，ン・フクマトit三奈川口itビd Provinces l :am, J luku-

村の支配権の掌慌を目ざすカ

ースト間，地主・小作人1mの対立が去面化してき，

ttH地域の政治的緊張が山支った。

ヂミーングーノL制廃止が川政府によって実現さ

：宗教的対立上り l土，これi土山

ちにUp 川ノ、ンヂャーヤト自治法案（［：口itcdl》ro

、l口cc討 Pa町 hayatJfaj Bill，；と名称を改めじZl,EH7 

12 )1 7 11にインド総

rnat Bill! を州立法議会に提出してL、た九

l,f.:f火l二川、＇I}土議会を通過し，

ラ4
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れることが i二可避であることが日）jf1かになるに＇）

れと‘ 各地で地主計小作人をi邑L、たてて、もとの

,J、in也全自体I山と Lて確［恥しようとするきv1きがドl

だってきた＇ I4 0 これに対し， Fトfl二人、 農業労働

/fJl/¥l!Jでもみずか心を組織して地王に対抗；→るよ

う（二，＇（ ，：，てきたコたとえばlfI'外i京郊ではアヒ－

1、 ケ Jレミ司 クン：ごの仁fif立カースト小作良l土ト 1)

r"/ L ニ・ザ J ケ（Trivcni:-'anghトを結hX.L ／.：＂ま

f：力、ラリヤサ力、ソ 7ー‘口パー IC'' テ 1），チャマ

~- ,c‘ 口ノJーなどの中・低位カ－ ・;zトはシニ7シ、ソ

l、．サンゲ（＇.－＇ ho必1t日札口日h）を仇月 nitLt=" これl土

「土地なき労働J音ιわ寸三かの土地をもっ良業労働

？？」のj：地金 iiぺ長民に対抗するュ室長！Jであった

け f qi・f1¥{i'[Uー ζ トが一致して小i1党を結成

l、 守ーヴ f〆j山主；二対抗する例もみじ、jiた〆 I6 ,0 

11 I》 111政府iとす計二 194G年リ nにり←シブ勺L(}) 

ヲ；（動位台、 子ーイパレー IJー，パスチィ， γ リー

ガ＇c.J ＞農民主旦｛，およ L'j'. 共産党 ，｝）活動を t；~ll；し， 共

産党員、民民‘労働i',J,'.Ji/J家的逮捕合大々（J'.Jfこ行な

,r f 、J_

’）、、 V＇／コ

このようなt(i兄J）中で， uPHIザミ－＞ダーノL

制廃止委員会山仕 •Jf ＇土つづけよ〉れ、 1947 年 2 Jlか

らり｝］に／J、けて‘；1叫にわたり，委見会内質問状

に［c1j'i$を'i¥fttt二人，／Jうらおもだった人カ hら証言さと

とり‘また事務局は七地所有電地悦，小（下関係，

lit代などに間寸る法律， 統計の整理主ごしたコこう

して 1947年10月に暫定限告芹が起草され，委員会

の中で検討が操り与与れたのち19.rntp,JJに最終

的報；守主泊 a土！と「ljされ／ニハ

2 UPv1[1［ザミーンダール制廃止委員会の報告

の内容（ l 7 , 

十ミーンケール制廃止委民会（：）：＇ ず之ー／ダー

ル制を廃止する理由として次び） 4点全特に強調し

ごいる。

(I I ヂミーング－，レ制は浪費的な地税徴収機構

であること。すなわち， 国家が査定し， t自主が徴

収している地代総額は年間約 I信7伺O万ルビーで

あるのに，そのうち地主が地税および地方税とし

て政府に納入するのは 7000万ルピーにすぎず， 1 

億ルピーは地主の取分となっていた。

i2) 少数の地主への土地の集中による弊害。植

民地体制下において工業その他の農外雇用機会が

減少し、土地に対する人［::J圧力が増大したために、

小作料が高騰し、農民の投資資金が欠之した。他

ff, 小作権が不安定なために農業生産増大の心理

的訪問iこ欠けてL、た。 この結果，農業生産の停滞

カ‘生じた。

(3) ／トザミーンダールを含む直接耕作者と政府

とのiY,1係 ，｝）密接化n 政府と直接耕作者とのlillに立

／）付ミーンダールを排除することにより，政府が

農民を出：銭把握L，農業増産政策の実施を容易に

L，効果的にすることができる。

(1) 反乱に転化する可能性のある農民の不満を

熊治すること。 「時として公然たる不服従の行為

に，また！！寺として暴力にあらわれている， やっと

抑えんれてきた禎｛fの不満が危機的な段階に達し

たQ 村の小w人の間にみられる抑制と自己制御は

政権にノル、ている首がかれらに力11えられている不

公正を排除してくれるだろうとし、う期待にもとづ

いとし、るっこの期待が満たされなかったら， ノトf下

人は絶望するだろう。不満；土革命にまで発展し，

わが同の社会的供序が暴力による俄壌の危険にさ

らされることになろう。わjもわ才ものザミーングー

,cm1J廃止戸十両は公正な補償金の支払し、を子定して

Lι。もし廃止が数年延期されるならばそれは無

償没収をもたらし，血まみれの暴力的なものとな

んう c_j I ii 8 J 

件、ミーンダール制廃止の結果，地主の自耕地を

ヲヲ
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除くすべての貸付地の所ff権が民家に帰属ナるこ

とになる。補償金決定の原則は，（1) I：出合冷11立さ

れる中間介在｛iiこ相応な生計を保訴する二土、 12)

川財政が負担しうる限度内に押えらことうするに

年間納入地税額に応じてがミーンゲーにを lけ階級

に分け， 補償金績は年間純所得額しT)i）、さ L、も tハか

ら：！Sf斉な L、：.・ 8 f害相当額とするうこの汁＇t＇；［では補

償金総額i土J:L7｛むルピーとなるつ 二 ~t を 2.5'\,.f:IJ

子，，き40工｜三償還の公債で支払うり

三のようにして， ザミーンダ－1し日討をわ＇f1l:c. た

のちのj民主院1f系をど，J）よ「｝にするかにつL、ては、

すでにみたよ九に国民会議派内；郊でも J立見が分か

h （＇，、 f二l二

Fミーンゲ＿，レ制廃止委員会i:t資本i－.：；主的大規

模良場も社会主主的集団畏場もインド（ハ現実に台

わないとして排斥し 村：客単位の協同級（ti;Ml:jv)

設立を究干忍ゎ日的としたc Lかしそれを／ご／三t，に

主砲すること：:t,Jg民のとi也にtrすと3愛首、および

管理能力の欠如のために困難であると行えたコ他

方， 農民的所宵市ljはJド経済的規械のl呆む地内問題

を解it'.：ずることができず好ましくた＇＇ 1::: ;¥ .tl 

こうして．

I I) l村落共同体｜による土地の共同所千fど管理

12) .j目荷権および譲渡権をもぺfllil：背 ヒゾ

サーダール；lli内泊山村＇＇ 9：による士地利用

の二つの原則を主柱とする農業関係再抗議案が提起

され7こ。

村 J客共同体l；土村内のすへての土地；二1Jrff権全

もち，村を代表して村全体に課される地院の納入

契約の当事者となり句 個々の保有地にそれを配分

する権限をも Jんその｛也耕地以外山土地すなわ

ち， 荒蕪i也，森林，貯水池，放牧i也およ♂1tiJ易の

共同所有と告別！？保f:fl也（！）整理統合，；丘業協同tJ.l

ft活動の主体となる。

ヲ6

将来，地主・小作関係が再現するのを防くため

に，ヒッ庁ーグールの土地譲渡権には次の上うな

制限が認される。

(I) I)也の日寒波は「村落共同体jを通じ亡行な

うこと。 ［村7存共i；司｛本Jは議j度希望音にそぴ＞l也］j

で

でになさt1たt,z:良に対する補償{t；，を支.Jl、つて，士

i也を：'i七、取り、議受希望者の中から適当とみなす

もの合選んごその土地をはイ〉金額で売り i慢す。

(2) 士j告のまた貸しは未成年者，女A子もしくは

不尽行を除いて， ：全面的に禁1上する。また貸しが

認められたj訪台には‘ 小作料｛士ヒ、ソサーグールの

地（：~C)] 5倍以下とする。

(3) 将来の士地J:&nにつし、ては、 相続による場

合企除いて，：m工ーカーを限度とし亡，それ以上

の取得を；tfめない。

:4) 経常規模の零細化を防ぐために 10ヱーカー

以［＂の保仔 f自の分r;1Jを祭止する。

知 「￥JH111トjはみずか人士地をi井｛乍Lなければ

な‘・，／£ 1,・.,. もし 1-:Jむのは子が 2年間七i也を耕作し

なuか， もしくは「村落共同体jを通じて耕作に

ついての取決めをしな L、場合には，その土地は

「村落共同体jによって没収されるc

ヒ述の「村落共同体jの機能のうち，

Lイ） 「付落共肉体全体，すなわちヒソサーグ－

Yしおよび土地利用権をもたないその他すべての村

民によって行使されるのは，荒うや：地，森林，住居

i也，道路，共同井戸，貯水池，水路の管理権，無

主J自の賃貸権

（ロ）地税納入者の団体，すなわちサンユクト・

ヒソ作ーダー >I- (:"anyukt !!isぉadari）によってfi・

使されるのは，地税納入の連帯的かっ個別的義務，

地税の徴収，地税のヒソサーグーノレの問で、の配分，

保有地の整埋統合，種子，民共，タカヴィ貸付金
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（政府の農業振興貸付金） ＂〕分配，その他耕作可能地

の改良に関連する諸活動とする。

以l二のように， ザミーンダ－iレ制廃止委員会の

勧告は，村を政治的，経済的活動の単位として制

度化し， ザミーンダー／レ制廃止後の地方行政機構

の控白を埋めると同時に，耕作地主，小作人のい

ずれをも「自作農」化する竺とを目的としていた。

「自！乍農j といっても‘ 現仔の士i也保有規模』こ制

限を加え，それから生ずる余剰地の再分配には，

I I I 富農一一耕作地主および rト作農上層ーーの

庇対

(2）経済的保有地の規模を10エーカーとすれ

ば， 10エーカー以下の保有地を経済的にするため

には，莫大な余剰地が必要であること

(3) 大規模農場の解体により食憾の市販余剰が

減少して，工業発展を限t~－十ることの理由をあげ

て反対していることから明らかな上うに，家族労

作的自作農だけではなく，大農的経営をも含むも

のであった。

さらに将来の地税の査定については，地税は稜

々の土壌等級，異なる規模の保有地の平均生産高，

耕作費用を推定して定めること。 10エーカ一規模

の保有地の地税率を標登としと，保有地規模tこ応

じて累進的税率を適用するごと，非経済的保有地

；土地税納入義務を免除することが提案された。

最後に農業労働者については，家内工業のよう

な新しい雇用機会を創出すること， 最低賃金法を

制定すること，労働組合を結成することが勧告さ

れていた。

ザミーンダール制廃止委員会の改革案の骨子は

上述のとおりであったが， それは先に紹介した代

表的な土地改革案のう九のカトジュ，ジァイン，チ

ャラン・シンの意見の折衷ともいえるものである。

特に影響力の強かったのは「ガンディー主義計

商店チャラン・シンの「農民主義的J自作農創設案

であったことは明らかである／注10）。ただチャラン・

シンが主張していた地主自耕地を 50ヱーカーに制

限する案は入れられず，地主に対しそれまでの自

耕地の保有告どすべて認めたことは中小地主に対す

る識歩とみられる。 この点に関し， UP州国民会

議派の指導者の 1 人スリ・ 7•ヲカーサは次のよう

に述べていた。

i会議iJit17）農村における活動家のほとんどすべ

てが小ザミーンダールである。 一‘必要ーがあれば

牢獄にはいることもいとわず， 会議事派委員会に加

わり，現在立法議会を満たしているのはかれら

（小ザミーンダール〕である。 わが立法議会議員諸

氏が聞のために無報酬で奉仕することのできたの

仁がiL らFトヂミーンダールのおかげであったこと

そ忘れどはならない。」（注11)

この＊~書が明らかにされるとただちに， Up 

州→子、丈一ンダール連合を代表して J・プラサード

が皮対意見を表明した。すなわち，補償金が州、｜の

財政能力によって制限されているばかりでなく，

さらにザミーンダールの規模に応じて格差づけの

あることは，法律の前の平等の原理に抵触するも

のであり，実質的には没収｝こ等しい。またヒッサ

ー夕、ールは土地の譲渡，分割を制限されており，

その権利内容は現在の占有小作人の権利とほとん

ど変わりなし、ことを指摘しJ村落共同体」の役割

が大きいことは，将来の集団農場化の）歩である，

として農民層の聞に国民会議派の意図に対する不

信感をかきたてようとした（注12）。

他方， 国民会議派から分離したインド社会党は

ザミーングールili!Jの無償廃止を主張していた。小

ザミーングールには再生補助金という形で新たな

生計手段につくための資金を与える。また，ザミ

ーンダール制廃止委員会のいう「耕作者」はあいま

ラ7
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L、な概念であり、他人の労働を搾取L，経営の監

督どけをする資本家［山主業経営者をも許苦手するも

のであるの現住しつ保有地規模にも限度を f~ L.，そ

れ全越える部分合｜語家がl以弔し，非経済的保有者

に再分配す，、さむある． と批判したf j・ド・十

一ラーヤン， R ・：＼ 1 ・ロヒヤー， A ・ :'\I• f-rγ 

ァー：l人の連署に上る反対声明も出された C /_I );j, Q 

3. UP州ザミーンダール制廃止および土地改革

j去の立案過程

-c/Cミーンヲ－ ・L.,制廃止委員会内勧告令をよこどむに

主砲することしし 食糧事情の悪化喝それに伴うイ

J ブレーンーヨンのi正Vi江ピのために fιぶまれてい

たわ EJ.i計年li）／］末iころ・！l・Ic1J財務川；；，小二ュ －＇r・ リ

ーに折i集主れ、 イト｜ご LP 央政府山大蔵大 f~~ ＇ イン

ド準備強行総裁も bi！＊ヲ•｝ご， ザ乙ーン γ←；t.ljjl]I}話

」l；刈叶政l下JiRIJrf1iが主とし〈討議された こ円会議

でイ L ド中央政府ii、 -,rミ－／ ダール脱出Jl二の主

h包士，；＋1珂L-C ＇－、心州政府；二対 L, そ山延期全要請

パしなかったか，現内：進行中 ）1イ／ブレーシヨ／

・'t 促進する泊‘主どはモれを抑制しようとする中央

政府の諸措置し7〕効果全相段するよう Ir.J長止策iI採

らないようにと街iJ~＼した、そして川ミーングール

：則廃止のための楠f古金につし、どは， インド中央政

府は小M政府に補助金を与えないと言明 Lた iiヘ
このようなヰfi吉のために， ヂミーンダ、ーノレ告。i#f＿止

の実施は 4年ほど延期されるのではふいかとし・う

観測がなされるようになった。また， インド中央

政府の大蔵大臣みずから補損金支払L、；主務は・H¥v>

財政能力を上＼1ijるので，改革0）実施を延；Jさざる

をえないだ汚うと五Eめていた t,11:,0 

これに対し， UP，）日政府首相ノミントは 11ははじ

めに州政府の見解を明らかにして， lIp J十｜のザミ

ーンゲール制廃止はなるべく早い機会に支施する

と言明した。そしてUP州政府内では特に上述の

ぅ8

十H財務大臣会議の決定にしたがうために， ザミー

ンゲー；t.制廃止委員会の勧告にどのような変更を

加えるべきかが倹討されたf汁16）。

この当時市I］憲議会でインド憲法草案が審議され

てレたが、財産権保護条項をめぐって，同民会議

派内に J・ネ，，ーを中心にする急進派とV・パテ

ールを先頭にする穏健派の対立が生じてし、fこりネ

ルーはザミーンダール制）発止を早急に実施するた

めに， 立法府が補償金の支払額を決定する権限を

もっ，えさであると主張したのに対し， パテール派

はふれは裁判所が決定すべきものであると主張し

ご議らず， つL、にネルーは譲歩せざるをえなかっ

たω これと鴻連して， 1949年 4月にインド政府は

公式声明を発友して，補償金は現金支払L、のみを

立味し， 公債による支払u、は補償ではなく収用に

等しし、と u、う見解を明らかにしたばj171。

このためい刊十！政府は補償金を現金で支払うた

めに， ノト｛下人からノト作地の買取金を取り立てるこ

とに決定し／こ。 194り／50年度予算案の作成に際し，

ザミーングーノL市lj燐11：基金を設置して，前年度持

越金の中か「》 1000万ルピーを操り入れると同時に

設業小行人（特権取得）法案（Agricultural Tenants 

<Ac•1uisition of I》rivileges]Bill）を州立法議会に提

Illしたっそれによると，アワドの特別条件小作

人‘ 111所宥小作人，占有小作人などは，一時払いの

場合には 12倍相当額を納入することを条件に，（11

追いたてからの保護、（2）現行小作料を半減ヂるこ

と、（31i宣言による議渡，売買，担保設定または贈

与－による移幸三の権利，を与えられることになった。

これはザミーンダール制廃止および土地改革法案

で予定している新しい保有権ブーミダール権であ

った。そしてその納入金でもって， 17億ノレピーを

ロ誌とするザミーングール制廃止基金を満たそう

とし7ご（；Ll8）。



1969110061.TIF

この間にがミ－＞ゲール制廃止法令：も九ゃく九

やくと準｛ri出方向ji;1，わムオl, 1949年 sRごろにはほぼ

その骨子が定まっ fこう そして 7Jj 7 Hに州立法議

会にj是山されだっイ十｜政府首相c;. B .パL トi対応

分にわたる提案演 l況で，k山上うなをt'!Ftを強；；！t,JL 

寸～

「このがミーンゲ－ A制廃jトムおよび土地改革法

案は農民のマグ 7・力，：，，ケであるむ

国際的観点からみれば， これは共産主義の成長

を押しとど t力、 中目におL、ご共産主誌が成功する

のを助i乏したよろな：状態の生ずるのを1a111-_-t-6措

円であると fンドでそのようなオ！？患が生じな L、よ

うな雰回二L士っくり iI＇，さなけ Ji:f1なf、t;._＇，、ハ

二円法 案itインド［ Lcj民会議11:tおよしfJ十l1J-qJけ，ょ

ての jjt歩的な人ヤじ1,:{,1日I~：実現した七のであるつ

ザミ－＞ゲー 1,.fljiJ廃止は農民の完全1.（る Cl山の実

現であるもかれ「、にとって，経済的， ti会fドj発展

の新し U、II寺（¥:;en開幕を意味「心J , I'" 

1919 千ドお月ゴバ上Jに‘ l 1》HIlf-1 fie _;_¥k:* t111委l＼会の

貯；i二で噌 J .τll--ーも同様な趣旨を述べた

「中同でJ土共産党が勝利をおさめどいるn その

根本には土地問題があ之）口約.io,f-fiiiに屯帝が追い

ti＼され、革命が起二されたヮその役ι10年間に中同

［土土地政策を発民主せることがでさなか－，たっそ

の結果，政府が崩壊した。医史の示すところによ

れば， ！司が土地問題を解決するときその困難は減

少し，その他の諸問題もおのずから解決しはじめ

ヴ， ＇・＂ワ n,
'.J c」 i 】

このような認識、 危機！惑が，由民会議派内の急

進派と穏健派プ）対立を越えて， 十ドミーンゲール制

定止を促進する 一／） のたきな要国となった。

C仁1) The Pion,’er, Pecem her 18, l lJ4fi‘ IL D. 

11alaviya, J,and Re_!orms. . . , p. 81. 

( l 2) Rej,ort on the Adminisわ・ation ρr the 

United Prm•inces for the Year 1946, pp. 8～9. 

( ii :3 ) l<eJ,ort O!l the Administration of the 

United I》rovincesfor the Year 194乙pp.101～104. 

〔／_L4) H. D. Malaviya, Village Pa河chayatsin 

India (New Delhi, 1956), pp. 207～209. 

( /l: 5) Report of the （’ongre‘ss Agrarian Re-

/i,rms ( ・ommittee (New [ )elhi, 1949), pp. 138～IJ9. 

（仕 6) n. S. Cohn，“ The Changin再 Statusof a 

I、：epress臼 lCaste," in Village India, ed. by M. 

'.1.-farriot (Chica耳o,llJ55）ー

( il 7〕 Reportof the United Iケovinces7-amin-

d,n i Aholition Committee (Allah心地d,1948), Vol. I. 

(il8) J.む，，portof the United f》rovinces7-amin 

dari /lholitio11 Committee, Vol. I, p. 358 

en 9) 計約パン I,; , /H f,t J1ll ,, ある UP)Ufi；グpクず

す ：Jtil 7）ご， f:. j也、＇1立tl"l村分f有者主j行j 二と：t。

(:uo) この点て興味？広いしりは， f村去年詳＇r .. 1休J

1仙1N:.c除阪をめくィ；手守う／・、／／と f'Uf，三日；年配f

I ,,1;:;,1,,(U1J>j,j ，，ご払ノコ。 二，） Ii'.］／）’iけ，＇ii,；戸、

ノ タ ん；l,lji苛11.互io；：・，，、＊＼九万仁い J J汗山 j,・, 1・;,1：ハ

, , j' • L ノ〉。

i立は｝材I/,':r, (i）昔、〔主；， tJH'f可能i也のrttr, (ii）ま

!: ¥t人 Jj1没能そ qえアすべき It寸務共肉体j の構成を

め’ ' '1[-仁f, r ＼’ -. ／ ・ ン ン iiこ＊l ( 〉び咋浅fiBt J! 

HH；店；，］j( Iト〆！ク i・ヒソサ守ダ一 'j 一江m,)( '-',,., 
1 、記 ！• ,, J:.弘之 LF。そのJ理巾it, I .t臼J3剣 ：f,((J子J 干f,; ' 
flJ ,c 1iTP11, ［幻，Lを i, ・, 一と L、ζし） } ( t ニ／）団／；！，た :) 「主J ; 〉

]. J う

・/i, L：υL力＇I_ ！；： かんらしこの提案方、受い人tii' }, ；允

,・, iJ，荒川相f｛はが土地主主＼，，，：：する可能性力，ヨ［，

cU也ti:J ,;r, Fトtt.)；乃和lh方‘そこら j) l Lること i：なろうと

本五n；，，ノ望秒、ii.！：；‘える。強大な経済的佐限立会むこ

れらの機能lj 一附紋に似すヘきもの i：はYよくて， 『村

f存共同体』全体に部りこ片て，共同体全体の共通のがJ:/._;;

/) t二めに fff言、されみようにすべきである。 1[i ・0) F長絞

がこ UJ従済（j(Jf1王阪を与え iられるならば，それは持if者

とjドHif1呂止め1:i：に鋭い経済的矛！行を＇ LみIi¥l，共同

体t,'l判！？グ｝協約vJとjL f発注を：尉難なら Lめるとあろ

う。 L1，かつて，われわれは多数の意見と Lて，上述

;I y話機能はWit'！おじよぴ非核/'i':,l:i両方で構成される

『十n，存共同体』全体に上って千JN：きるべきてあると勧

;¥ J乙ものとある。J(Report of the United Prm•inιes 

7-amindari Abolition Committee, Vol. I, p. 524). 

59 



1969110062.TIF

,ci ［せよ：議派ハJ旨i与す； P f:, t,，.階級tt立山／，： L協 .i!Tar向な

「村lfi;Ji, id] f主j をfl{,,1: r乙こと予考えア＇＇ t .. 1：、にklL 

地土111]:t Lこに間約対立／｛；イヒブ＇＇ J'tl主そ1行総；て，， 't・一三
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CI :l:J也キ i，つ者に，，，］ t '. , f,1ェ一 ・);--/,-iγ ；／＼・；） l I) 

7ちく 11t,, r 1; h工！？？なお4てIii ；：.山ノ戸方、ル (l;I, ;,, fι 

にJtu.七c, • ・ ''i,' f/', / , tい γ f,j:i宅に：土 ！；＇＇.】）＼；全体か

f内，~－， －；ν こ： ν－！ 〆－－， • J CF!w I'ionerれ 0,-t引l,erJ 2、

194H）白

( ii 11) Sri Prakasa，“ Zamindari, Itド（、auseand 

Cure.” T. Pr凶 ad、 .＇ihouldthe /'.am,ndar, Sy：、tem
111 the ［アnitrdl》ro1・i11イ・e、ム・lbolishedシ(l)e]hi、n.d.), 

pp. 2～；うに引情。

〔， 12) J. I’ras印 l，“ヌamindari Abりlition Com 

mi ttee Report A山 d＿＼＇柑d,"c1J, (2), (:n, (,1九（:i)in The 

アジア経済研究所刊行川IUII

l'iοneer, October 9, 10, 11, 12, 13, 1948. “Note of 

J Jissent by Beg am Aizaz Lasul，恥LL.C.”in lfrjうort

of' the United Provin,es 7.amindari ,1bolition 

Committee, Vol. I, pp. 599～610. 

し113〕 ThePioneer, October 16, November 21, 

December 27, 1948. 

(,114) The l》wnee,,October :H, 1948. 

(ill5) Bhowani Sen, ,4graria!l Crisis ill India 

and the Heactionar_v Plans (Bombay, 1952), p. 7:1. 

し＇UG) The Pioneer, November 4, 1948. 

C/U7) Karuna九fokberji, Land Reforms (Cal 

cutta, 1952), p. 83. 

C 1118) U. I’（；azctte, Ert,aordinary, July 8, 

J 9.1<1, pp. 1～6. 

( ,119) J,,dia 人Tem,,July IG, 1949. 

(1120) H. D. Malaviya, Villaf{e Panchayats .. 

., p. 213. 
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I概況 II '.¥'.::fUJ1J 同日lj出資額一監 E企業5J1J国別出資額 a覧

IV業経5)1,企業別本表 (1）食品工業 (2）繊維工業仰木材・紙・

家共製造業 （刻化学T業 (5）イiiUI製品製造業 (6）ゴム製品製造

業 17）皮午一工業 (8）窯X (9）鉄謀者業 制JI鉄金属工業 帥金民

主i，：，，製込業（ゆ機械製造業師能気機械器具製造業同輸送JIJ

機 械 製 造 業 師その他の製造業帥JI,製造業
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